
注文直後に表示される【特別割引クーポン】を利用したり、おまとめコースにコースを変更する
と、契約内容が変わってしまうことがあります！「最終確認画面」を必ず確認しましょう！

「定期縛りなし」と表示された定期購入を申し込んだ
はずが、申込直後に表示された「特別割引クーポン」
を利用したことで、いつの間にか４回購入が条件の
コースに変更されていた

スマートフォンで、「定期縛りなし」「初回約2000円」
という美容液の定期コースの広告を見て、販売サイトで
注文した。初回の商品が届き、販売業者に電話で定期
コースを解約したいと伝えたところ、「4回の購入が条
件の定期購入コースの契約になっている」と説明された。
広告には「定期縛りなし」と記載されていたと伝えたが、
「特別割引クーポンを『利用する』のボタンを押して
コースを変更しているため、4回約4万円分の商品を購入
する必要がある。」と説明された。納得できないと何度
も伝えたが、「4回購入しないと解約できない」としか
言われない。注文完了直後に割引クーポンが表示され、
利用した記憶はあるが、コースが変更されるとは思って
いなかった。 （2022年3月受付 40代 女性）
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「特別割引クーポン」の利用で、消費者が気づか
ぬうちにコースの内容が変更されていた

消費者は、販売サイトで「いつでも解約可能」「定期

縛りなし」「1回だけのお試しOK」などの表示を見て、

“購入回数の条件がない定期購入”を申し込みますが、

注文完了直後に「特別割引クーポン」の利用を勧めら

れ、利用すると“複数回の購入が条件の定期購入”に

変更されていたケースがあります。「最終確認画面」

にコースが変更される旨が表示されていても、文字が

小さかったり、多数回スクロールしないと確認できな

かったりと消費者が認識しづらい状況です。
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②【特別割引クーポン】の利用を勧める画面

初回特別価格

75%
OFF 2,000円

 文字が小さい
 多数回のスクロールをしないと表示
部分が見えない

コースの変更等が表示されて
いても認識しづらい

いつでも解約可能

購入回数縛りなし

特典
１

特典
２

通常価格8,000円

〇日間全額返金保証
特典
3

ご注文完了へ

●●●●●●●●●●●●●●● *特別割引
クーポンの利用でコースが切り替わります。

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
● *本コースは２回目以降は２本が通常価格の

３０％オフからさらに１０％オフの●●●円（送
料込）で２か月毎に届きます、*本コースは４回

の受け取りを条件に特別割引が適用となります。
４回の受取総額は40,000円です。
●●●●●●●●●●

不安に思ったら、その場で契約せず家族や
生活情報センターくらしかん（消費生活相談）
にご相談ください。


